
１　受付期間

　令和４年８月１日（月） ～ 令和４年９月９日（金）

【郵送による場合は令和４年９月９日（金）必着のものに限り有効とします】

　午前９時 ～ 午後５時（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

＊申し込みの際提出された書類等については、受験の有無に関わらず

　返却しません。

　最上広域市町村圏事務組合　総務課（総合開発センター内）

２　試験区分・職務内容

３　受験資格

　(1)　年齢要件

　(2)　住所要件

　　 　　採用後、当組合管内市町村に居住する見込みのある方

　※　次のいずれかに該当する人は、受験できません。

　　　①　日本の国籍を有しない人

　　　②　地方公務員法第１６条に該当する人

　　　　◯　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

　　　　　るまでの人

　　　　◯　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

　　　　　の団体を結成し、又はこれに加入した人

４　試験日・試験種目・試験時間・試験会場

試　　験 試験種目

　　　受　付　　午前９時

　　　着　席　　午前９時４０分

　　令和４年１１月中旬～ 作文試験

　　　　　　　１２月上旬の予定 人物試験

試　　験　　区　　分

初　級　行　政 平成１１年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方

職　　務　　内　　容

年　　　齢　　　要　　　件

　　　　　最上広域市町村圏事務組合職員採用試験受験案内

◯受 付 期 間

◯受 付 時 間

◯受 付 場 所

若　干　名初　級　行　政

採用予定人数試　　験　　区　　分

一般行政の業務に従事する職務

試　　験　　日 試　験　時　間

第　二　次 　第一次試験合格者に通知します。

＊第一次試験会場（新庄市立新庄中学校）の駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮ください。

試　験　会　場

第　一　次
　　新庄市立
　　新庄中学校
（新庄市堀端町5-81）適性検査 １３：００～１３：２０

教養試験 １０：００～１２：００令和４年１０月１６日（日）

令 和 ４ 年 度
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５　試験内容

試　験

６　受験手続

　(1)　受験申込書の請求

　　　①　受験申込書は、最上広域市町村圏事務組合総務課で令和４年７月８日（金）から配布

　　　　　します。

　　　②　受験申込書は、最上広域市町村圏事務組合ホームページからダウンロードできます。

　　　③　郵便で申込書を請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書し、１２０円切

　　　　手を貼付した宛先明記のＡ４版用紙が入る返信用封筒を同封して、最上広域市町村圏

　　　　事務組合総務課宛に請求してください。

　(2)　受験申込方法及び受験票の交付

　　　①　受験申込書及び受験票に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、最上広域市町村圏

　　　　事務組合総務課まで提出してください。

　　　　　受験申込の要件を満たしている場合は、その場で受験票を交付します。

　　　②　郵送で申し込む場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書し、最上広域市町村圏事務組

　　　　合総務課まで送付してください。

　　　　　また、受験申込の要件を満たしている場合は、申込者に受験票を郵送にて交付します

　　　　ので、８４円切手を貼付した宛先明記の返信用封筒（定型サイズ１２㎝×２４㎝程度。

　　　　受験票が入るサイズのもの）を同封してください。

　　　　　なお、受験票が９月１６日（金）までに交付されない場合は、最上広域市町村圏事務組合

　　　　総務課までお問い合わせください。

　　　　※注意※　郵便の配達日数が変更されているため、郵送で申し込む場合は9月9日必着

　　　　　となるようご確認ください。郵便の取扱いの詳細については、郵便局にお問い合わせ

　　　　　ください。

　　※返送先が、実際の居住地と異なる場合（例えば現在は仙台市に住んでいて、新庄市の

　　　 実家に受験票を送付したい場合等）、宛名を本人名にすると郵送されない場合がありま

　　　 す。このような場合は、「実際に居住している方の氏名」様方　「本人氏名」様を宛名とし

　　　 てください。

７　合格者の発表

　　第一次試験　　　１１月上旬（予定）

　　第二次試験　　　１２月下旬（予定）

　　　合格者の受験番号を、新庄市役所及び最上郡内町村役場の掲示場並びに最上広域市町

　　村圏事務組合ホームページに掲示して発表します。

　　　受験者全員に合否の結果を書面で通知します。

試　験　種　目 内　　　　　容

第　一　次

教　養　試　験
（多肢選択式）

　　公務員として必要な一般知識及び知能について、
　　高校卒業程度の筆記試験

適　性　検　査 　　行政職員としての適応性を判断

第　二　次

作　文　試　験
　　文章による表現力、内容、構成等についての
　　筆記試験

人　物　試　験 　　口述による個別面接試験、集団討論
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８　合格から採用まで

　(1)　最終合格者は、令和５年４月１日付で採用する予定ですが、場合によっては４月２日以後

　　になる場合があります。

　(2)　最終合格者のほかに補欠合格者を決定する場合があります。

　　　　補欠合格者は補欠合格者名簿に登録され、欠員等が生じた場合に必要に応じて成績順

　　に採用を決定します。補欠合格者名簿は令和５年３月３１日まで有効ですが、名簿登録者が

　　必ず採用になるとは限りません。

９　試験結果の開示

　　各試験の不合格者に対し、受験者本人の総合得点及び総合順位を開示します。

　　なお、電話、郵送、電子メール等での請求はできませんので、開示請求者が受験者本人で

　あることを確認できる書類（受験票又は学生証や運転免許証等の身分を証明するもの）を持参

　のうえ、午前９時から午後５時（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）までの間に、最上広域市町

　村圏事務組合総務課に直接お越しの上、開示請求してください。

１０　給　　与

　　給与は、職員の給与に関する条例、規則等に基づいて支給されます。

　　採用時の給与月額は、高校新卒者でおおむね１５２，３００円（令和４年４月1日現在）で、学歴

　や経歴等に応じて一定の額が加算されます。

　　このほか、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等が条件に応じて支給され

　ます。

１１　その他

　(1)　 第一次試験当日は、受験票、筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム）、昼食、上履きを持参して

　　 ください。

　(2)　 受験中は、携帯電話及び電子機器等の電源を切り、持参したバック等の中にしまってくだ

　　 さい。

　(3)　 その他不明な点がありましたら、最上広域市町村圏事務組合総務課までお問い合わせく

　　 ださい。

　　　　〒９９６－００７７　新庄市城南町５番１１号 最上広域市町村圏事務組合総務課

ＴＥＬ ： ０２３３－２２－２６７４ FAX ： ０２３３－２２－１０３８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 e-Mail ： mogami@violin.ocn.ne.jp 組合HP ： https://mogami-kouiki.jp

　【問い合わせ先】

総合得点及び総合順位

開　示　期　間

　合格発表の日から１カ月間

開　　示　　内　　容
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